
県 民 の 視 点 に 立 っ た 交 通 警 察 活 動 推 進 要 綱 の 制 定 に つ い て  

平 成 1 6 年 ６ 月 2 3 日 

例 規 （ 交 企 ） 第 38号  

警  察  本  部  長   

  

〔 沿 革 〕  平 成 17年 12月 例 規 （ 警 ） 第 47号  平 成 18年 ３ 月 例 規 （ 警 ） 第 10号   

   平 成 19年 ３ 月 例 規 （ 警 ） 第 33号  

平 成 26年 ３ 月 例 規 （ 警 ） 第 14号  

平 成 22年 ３ 月 例 規 （ 警 ） 第 12号   

 

見 出 し の 要 綱 を 別 添 の と お り 制 定 し 、 平 成 16年 ７ 月 １ 日 か ら 実 施 す る こ と と し た の で 、 運 用 上 誤 り

の な い よ う に さ れ た い 。  

別 添  

県 民 の 視 点 に 立 っ た 交 通 警 察 活 動 推 進 要 綱  

第 １  目 的  

こ の 要 綱 は 、 県 民 の 視 点 に 立 っ た 交 通 警 察 活 動 を 展 開 し て 県 民 の 期 待 と 信 頼 に 応 え る た め 、 推 進

体 制 を 確 立 し 、 施 策 の 方 向 性 、 推 進 要 領 等 に 関 し て 必 要 な 事 項 を 定 め 、 も っ て 真 に 県 民 の た め の 交

通 警 察 を 確 立 す る こ と を 目 的 と す る 。  

第 ２  推 進 体 制 の 確 立  

１  推 進 委 員 会  

(１ ) 県 本 部 に 、 県 民 の 視 点 に 立 っ た 交 通 警 察 活 動 推 進 委 員 会 （ 以 下 「 推 進 委 員 会 」 と い う 。 ）

を 置 く 。  

(２ ) 推 進 委 員 会 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 総 合 的 な 検 討 を 行 い 、 そ の 推 進 を 図 る こ と を 任 務

と す る 。  

ア  交 通 警 察 活 動 に 係 る 問 題 点 の 分 析 に 関 す る こ と 。  

イ  交 通 警 察 活 動 の 在 り 方 の 検 討 に 関 す る こ と 。  

ウ  交 通 警 察 活 動 施 策 の 企 画 ・ 立 案 に 関 す る こ と 。  

エ  そ の 他 交 通 警 察 活 動 に 関 す る こ と 。  

(３ ) 推 進 委 員 会 は 、 委 員 長 及 び 委 員 を も っ て 構 成 し 、 そ れ ぞ れ 次 に 掲 げ る 者 を も っ て 充 て る 。  

  

  委 員 長  交 通 部 長   

   委 員  交 通 部 参 事 官   

     交 通 総 務 課 長   

     交 通 指 導 課 長   

     交 通 捜 査 課 長   

     交 通 規 制 課 長   

     交 通 機 動 隊 長   

     高 速 道 路 交 通 警 察 隊 長   

     運 転 免 許 本 部 長   

     免 許 課 長   

     執 行 課 長   

     千 葉 運 転 免 許 セ ン タ ー 長   

     流 山 運 転 免 許 セ ン タ ー 長   

     交 通 総 務 課 課 長 代 理   

     そ の 他 委 員 長 が 指 名 す る 者   

(４ ) 推 進 委 員 会 の 運 営 は 、 次 の と お り と す る 。  

ア  委 員 長 は 、 必 要 に 応 じ て 委 員 を 招 集 し 、 推 進 委 員 会 を 開 催 す る 。  

イ  委 員 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き に は 委 員 以 外 の 者 に 対 し 、 推 進 委 員 会 へ の 出 席 を 求 め

る こ と が で き る 。  

ウ  ア 及 び イ に 定 め る も の の ほ か 、推 進 委 員 会 の 運 営 に 関 し て 必 要 な 事 項 は 、委 員 長 が 定 め る 。  

２  幹 事 会  



(１ ) 推 進 委 員 会 に 、 県 民 の 視 点 に 立 っ た 交 通 警 察 活 動 推 進 委 員 会 幹 事 会 （ 以 下 「 幹 事 会 」 と い

う 。 ） を 置 く 。  

(２ ) 幹 事 会 は 、 推 進 委 員 会 を 補 佐 す る も の と す る 。  

(３ ) 幹 事 会 は 、 幹 事 長 、 副 幹 事 長 及 び 幹 事 を も っ て 構 成 し 、 そ れ ぞ れ 次 に 掲 げ る 者 を も っ て 充

て る 。  

  

  幹 事 長  交 通 総 務 課 長   

   副 幹 事 長  交 通 総 務 課 課 長 代 理   

   幹 事  交 通 総 務 課 課 長 補 佐   

     交 通 指 導 課 課 長 補 佐   

     交 通 捜 査 課 課 長 補 佐   

     交 通 規 制 課 課 長 補 佐   

     交 通 機 動 隊 隊 長 補 佐   

     高 速 道 路 交 通 警 察 隊 隊 長 補 佐   

     免 許 課 課 長 補 佐   

     執 行 課 課 長 補 佐   

     千 葉 運 転 免 許 セ ン タ ー セ ン タ ー 長 補 佐   

     流 山 運 転 免 許 セ ン タ ー セ ン タ ー 長 補 佐   

     そ の 他 幹 事 長 が 指 名 す る 者   

(４ ) 幹 事 会 の 運 営 は 、 次 の と お り と す る 。  

推 進 委 員 会 の 運 営 に 関 す る 規 定 は 、幹 事 会 の 運 営 に つ い て 準 用 す る 。こ の 場 合 に お い て 、「 委

員 長 」 と あ る の は 「 幹 事 長 」 と 、 「 委 員 」 と あ る の は 「 幹 事 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

３  庶 務  

推 進 委 員 会 及 び 幹 事 会 の 庶 務 は 交 通 部 交 通 総 務 課 に お い て 行 う 。  

第 ３  施 策 の 推 進  

１  推 進 責 任 者 等  

(１ ) 県 本 部 及 び 署 に 県 民 の 視 点 に 立 っ た 交 通 警 察 活 動 推 進 責 任 者（ 以 下「 推 進 責 任 者 」と い う 。）

を 置 き 、県 本 部 に あ っ て は 、推 進 委 員 会 に お い て 決 定 し た 施 策 内 容 を 所 掌 す る 所 属 長（ 以 下「 担

当 所 属 長 」 と い う 。 ） を 、 署 に あ っ て は 、 署 長 を も っ て 充 て る 。  

(２ ) 担 当 所 属 長 は 、 現 場 の 意 見 等 を 把 握 の 上 、 県 民 の 視 点 に 立 っ た 交 通 警 察 活 動 推 進 事 項 （ 別

表 １ ） を 参 考 と し て 、 施 策 の 具 体 的 推 進 要 領 を 策 定 す る も の と す る 。  

(３ ) 推 進 責 任 者 は 、 施 策 の 実 施 に 当 た り 、 所 属 関 係 職 員 に 対 す る 指 導 教 養 の 徹 底 を 図 る も の と

す る 。  

(４ ) 地 域 交 通 官 又 は 交 通 官 を 置 く 署 に 、県 民 の 視 点 に 立 っ た 交 通 警 察 活 動 推 進 補 助 者（ 以 下「 推

進 補 助 者 」 と い う 。 ） を 置 き 、 地 域 交 通 官 又 は 交 通 官 を も っ て 充 て る 。  

(５ ) 推 進 補 助 者 は 、 推 進 責 任 者 の 命 を 受 け 、 推 進 責 任 者 の 任 務 を 補 助 す る も の と す る 。  

(６ ) 県 本 部 及 び 署 に 県 民 の 視 点 に 立 っ た 交 通 警 察 活 動 実 施 責 任 者（ 以 下「 実 施 責 任 者 」と い う 。）

を 置 き 、 県 本 部 に あ っ て は 、 担 当 所 属 長 が 所 属 の 中 か ら 指 定 し た 者 、 署 に あ っ て は 、 交 通 課 長

を も っ て 充 て る 。  

(７ ) 実 施 責 任 者 は 、 推 進 責 任 者 の 命 を 受 け 、 施 策 の 実 行 に 取 り 組 む も の と す る 。  

(８ ) 推 進 責 任 者 は 、 実 施 責 任 者 の 任 務 を 補 助 さ せ る た め 、 県 民 の 視 点 に 立 っ た 交 通 警 察 活 動 実

施 補 助 者 を 所 属 職 員 の 中 か ら 指 名 す る も の と す る 。  

２  推 進 上 の 留 意 事 項  

(１ ) 県 民 の 視 点 に 立 っ た 交 通 警 察 活 動 推 進 の 必 要 性 、 内 容 等 に つ い て 、 全 職 員 に 理 解 、 浸 透 さ

せ 、 活 動 の 実 効 向 上 に 努 め る も の と す る 。  

(２ ) 県 民 の 視 点 に 立 っ た 交 通 警 察 活 動 推 進 施 策 の 企 画 、 立 案 及 び 実 施 に 当 た っ て は 、 県 民 の 意

見 要 望 の 反 映 及 び 利 便 性 の 向 上 に 努 め る も の と す る 。  

(３ ) 交 通 関 係 情 報 の 発 信 に つ い て は 、 現 在 発 信 し て い る 情 報 も 含 め 、 真 に 有 効 か つ 必 要 と さ れ

て い る も の か 検 討 す る と と も に 、 科 学 的 分 析 デ ー タ に 基 づ い た 分 か り や す い 情 報 を タ イ ム リ ー

に 発 信 す る よ う に 努 め る も の と す る 。  



(４ ) 県 民 の 視 点 に 立 っ た 交 通 警 察 活 動 推 進 施 策 に つ い て は 、 実 施 結 果 の 分 析 に よ る 自 己 評 価 や

県 民 に 対 す る ア ン ケ ー ト 調 査 等 に よ る 客 観 的 評 価 を 行 い 、 そ の 検 証 結 果 を 踏 ま え て 更 な る 見 直

し に 努 め る も の と す る 。  

３  報 告  

(１ ) 推 進 委 員 会 は 、 推 進 責 任 者 か ら 推 進 補 助 者 及 び 実 施 責 任 者 等 の 氏 名 な ど の 報 告 を 受 け 、 県

民 の 視 点 に 立 っ た 交 通 警 察 活 動 推 進 責 任 者 等 一 覧 表 （ 別 表 ２ ） を 作 成 す る も の と す る 。  

(２ ) 担 当 所 属 長 は 、 策 定 し た 施 策 に つ い て 推 進 委 員 会 に 報 告 し 、 承 認 を 得 る も の と す る 。  

(３ ) 担 当 所 属 長 は 、 各 署 に お け る 施 策 の 推 進 状 況 を 取 り ま と め の 上 、 推 進 委 員 会 に 報 告 す る も

の と す る 。  

別 表 １ （ 第 ３ の １ の (２ )）  

県 民 の 視 点 に 立 っ た 交 通 警 察 活 動 推 進 事 項  

  

 項 目  推 進 事 項   

 交 通 関 係 情 報 発 信 活 動  １  分 か り や す く 役 立 つ 交 通 事 故 分 析 情 報 、交 通 事 故 防 止 情 報 等 の 発

信  

 

   ２  交 通 指 導 取 締 り 、交 通 規 制 、渋 滞 情 報 、免 許 関 係 手 続 情 報 等 の 拡

充  

 

   ３  そ の 他 交 通 情 報 発 信 活 動 に 関 す る こ と   

 交 通 事 故 防 止 活 動  １  県 民 総 ぐ る み の 交 通 事 故 防 止 対 策   

   ２  交 通 安 全 教 育 指 導 者 の 育 成   

   ３  三 世 代 交 流 型 交 通 安 全 教 育 の 推 進   

   ４  高 齢 者 交 通 安 全 モ デ ル 事 業 の 推 進   

   ５  交 通 安 全 教 育 資 機 材 の 効 果 的 活 用 等   

   ６  そ の 他 交 通 事 故 防 止 活 動 に 関 す る こ と   

 交 通 指 導 取 締 り 活 動  １  交 通 事 故 に 直 結 す る 悪 質 、危 険 性 、迷 惑 性 の 高 い 違 反 に 重 点 を お

い た 交 通 指 導 取 締 り の 強 化  

 

   ２  地 域 の 交 通 実 態 及 び 県 民 の 取 締 り 要 望 、意 見 等 を 踏 ま え た 交 通 指

導 取 締 り の 推 進  

 

   ３  そ の 他 交 通 指 導 取 締 り 活 動 に 関 す る こ と   

 交 通 事 故 事 件 捜 査 活 動  １  適 正 な 交 通 事 故 事 件 捜 査 の 推 進   

   ２  被 害 者 の 立 場 に 立 っ た 諸 対 策 の 推 進   

   ３  そ の 他 交 通 事 故 事 件 捜 査 活 動 に 関 す る こ と   

 暴 走 族 対 策  １  県 民 等 と 連 携 し た 総 合 的 な 暴 走 族 対 策 の 推 進   

   ２  暴 走 族 取 締 り の 徹 底   

   ３  暴 走 族 の 更 生 支 援 、 再 犯 防 止 に 向 け た 諸 対 策 の 推 進   

   ４  そ の 他 暴 走 族 対 策 に 関 す る こ と   

 交 通 規 制 対 策  １  民 意 を 反 映 し た 道 路 交 通 環 境 の 整 備   

   ２  的 確 な 駐 車 対 策 の 推 進   

   ３  そ の 他 交 通 規 制 対 策 に 関 す る こ と   

 交 通 関 係 窓 口 業 務 対 応  １  自 動 車 保 管 場 所 証 明 手 続 き の ワ ン ス ト ッ プ サ ー ビ ス の 推 進   

   ２  道 路 使 用 の 電 子 申 請 の 拡 大 強 化   

   ３  特 定 任 意 講 習 の 拡 大   

   ４  県 民 の 利 便 性 に 配 意 し た 窓 口 業 務 の 推 進   

   ５  運 転 免 許 セ ン タ ー 施 設 の 充 実   

   ６  適 性 検 査 待 ち 時 間 等 所 要 時 間 の 短 縮   

   ７  そ の 他 交 通 窓 口 業 務 対 応 に 関 す る こ と   

 そ の 他 交 通 警 察 活 動  そ の 他 県 民 の 視 点 に 立 っ た 交 通 警 察 活 動 に 関 し て 必 要 と 認 め る も

の  

以 下 別 表 ２ 省 略  


